
  

名護東道路延伸（本部方面）環境影響評価 位置等の選定結果の公表について 

 

沖縄県環境影響評価条例（平成 12 年沖縄県条例第 77 号）第４条の３第１項の規定

により名護東道路延伸（本部方面）計画段階環境配慮書を作成し、本事業の位置等を選

定したので、同条例第４条の７の規定により「名護東道路延伸（本部方面）環境影響評

価 位置等の選定結果」のとおり公表します 。 

 

令和８年３月２日 

内閣府 沖縄総合事務局長 小八木 大成 
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第1章 事業者の名称および住所 
1.1 事業者の名称 

1.1.1 事業者の名称 

・内閣府 沖縄総合事務局 

 

1.1.2 代表者の氏名 

・内閣府 沖縄総合事務局長 小八木 大成 

 

1.2 主たる事業所の所在地 

・沖縄県那覇市おもろまち２丁目１番１号 那覇第２地方合同庁舎２号館 

 

※上記、事業者は「概略計画の検討を実施した主体」である。 
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第2章 配慮書についての意見及び事業者の見解 
 

2.1 配慮書についての知事の意見及び事業者の見解 

 配慮書についての知事の意見及び事業者の見解は、表 2.1-1 に示すとおりです。 

 

表 2.1-1(1) 配慮書についての知事の意見及び事業者の見解 

項目 知事の意見 事業者の見解 

－ 名護東道路延伸（本部方面）の事業（以下「本配慮書対象事業」と

いう。）は、名護～本部町間の観光産業、産業・物流、安心・安全、災

害・通行規制、交通渋滞・交通事故に関する課題を解決するために、

観光地アクセス・周遊性の向上、物流の効率化、災害時も通行できる

道路の確保及び道路交通環境（渋滞・事故）の改善を政策目標に設定

し、より良い地域づくりに寄与することを目的としている。 

本配慮書対象事業については、令和3年3月の沖縄ブロック新広域道

路交通計画に位置付けられた後、令和6年4月に当該年度から概略ルー

ト・構造の検討に着手することが発表された。その後、内閣府沖縄総

合事務局（以下「本配慮書事業者」という。）が計画段階評価の手続を

進めており、地域住民等へのアンケート調査や関係する地方公共団体

の長からの意見、社会資本整備審議会道路分科会沖縄地方小委員会

（以下「地方小委員会」という。）の意見等を踏まえルート帯案の検討

などを行っている。 

本計画段階環境配慮書（以下「本配慮書」という。）では、政策目標

や道路整備による影響（生活環境、自然環境、事業費等）を踏まえ、

名護市伊差川を起点として本部町浦崎を終点とする全線バイパスルー

ト（2車線）のＡ案（約14km）と名護市伊差川を起点として本部町渡久

地を終点とするバイパス（2車線）と現道改良ルート（4車線）を合わ

せたＢ案（約13km）の2案が示されている。2案の事業実施想定区域

（以下「想定区域」という。）は、いずれも名護市、本部町及び今帰仁

村で構成されている。 

事業の実施に伴う土地の改変は、いったん実施されると現況の自然

環境への回復が困難な不可逆性の高い行為であることから、配慮書手

続の前段階における事業の必要性や複数案の検討において、適切な環

境配慮を組み込むことが重要であるが、本配慮書には、配慮書手続の

前段階における検討の経緯や内容等について詳細に示されていない。 

また、想定区域及びその周辺には、極めて重要な地形・地質である

「山里の円錐カルスト」が存在する。さらに、想定区域及びその周辺

には、住居、教育施設、社会福祉施設、文化施設等が存在するととも

に、想定区域の一部は、自然公園法（昭和32年法律第161 号）に基づ

き指定された沖縄海岸国定公園の第3種特別地域及び普通地域となって

いる。このため、本配慮書対象事業の実施により、大気環境や地形・

地質、景観等への影響が懸念される。 

配慮書手続では、事業計画の検討段階を対象としており、事業の早

期段階において、より柔軟な環境配慮を講じることによって効果的に

環境影響の回避・低減を図ることを目的としていることから、今後、

配慮書対象事業を実施する区域の位置、配慮書対象事業の規模又は配

慮書対象事業に係る建造物等の構造若しくは配置（以下「位置等」と

いう。）を選定する際には、懸念される環境への影響について十分に配

慮する必要がある。 

ついては、以上の内容を踏まえ、下記に示す事項を実施すること。 

くわえて、沖縄県では、沖縄21世紀ビジョンの将来像の実現に向け

た取組としてＳＤＧｓを推進することとしており、環境影響評価制度

はＳＤＧｓが目指す持続可能な開発に資するものであることから、本

事業に係る環境影響評価に当たっては、ＳＤＧｓの理念に基づき、適

切に実施していただきたい。 

対象事業を実施する区域の位置、対

象事業の規模又は対象事業に係る建造

物等の構造若しくは配置（以下「位置

等」という。）を選定する際には、計

画段階配慮事項である大気質、騒音、

陸域生物、生態系、景観への影響につ

いて検討した上で、政策目標や道路整

備による影響を総合的に評価した上で

決定しました。さらに今後の具体的な

ルートの位置や道路構造の決定にあた

っては、できる限り環境への影響の回

避又は低減に取り組みます。 

また、環境影響評価にあたっては、

陸上資源を守りつつ経済成長に寄与

する等のＳＤＧｓの理念に基づき、

適切に実施してまいります。 
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表 2.1-1(2) 配慮書についての知事の意見及び事業者の見解 

項目 知事の意見 事業者の見解 

１ 総論 

(1) 計画段階評価

の手続における検

討経緯等について 

 

本配慮書対象事業は、本配慮書事業者において「構想

段階における道路計画策定プロセスガイドライン」（平

成25年、国土交通省道路局）に基づく計画段階評価の手

続が行われている。同計画段階評価の手続では、地方小

委員会において複数のルート帯案について社会面や環境

面等から検討を行い、第3回地方小委員会（令和７年3月

10日開催）の結論として「名護東道路延伸（本部方面）

の対応方針（案）【全線バイパスルート案】が妥当であ

る。」とされているが、本配慮書対象事業の位置等の選

定に当たっては本配慮書手続の内容も踏まえるととも

に、環境影響評価方法書（以下「方法書」という。）に

おいて、計画段階評価におけるルート帯案の設定に係る

検討の経緯及び内容並びに計画段階評価における地域住

民等へのアンケート調査、関係する地方公共団体からの

意見、地方小委員会での有識者の意見等の内容及び対応

状況を可能な限り詳細に記載すること。 

計画段階評価におけるルート帯案の設

定に係る検討の経緯等を方法書「第2章 

対象事業の目的及び内容」に記載しま

す。 

 なお、本資料の「第 3 章 位置等の

選定に係る経緯及びその内容」にも記

載しています。 

１ 総論 

(2) 本配慮書の複

数案の検討経緯等

について 

 

沖縄県環境影響評価技術指針（平成13年告示第678

号）において、配慮書事業者は、位置等に関する複数案

を適切に設定するものとされているが、本配慮書には複

数案の検討経緯等が詳細に示されていない。また、本配

慮書に示された地域の現状と課題において、今後、対象

地域の人口は減少すること、沖縄北部テーマパーク事業

（ジャングリア）の開業による交通渋滞が懸念されるこ

となどが示されているが、これらを見込んだ交通量の変

化が示されておらず、本配慮書対象事業の必要性や事業

実施による地域の課題解決の程度が不明である。 

ついては、方法書に以下の事項を可能な限り詳細に記載

すること。 

ア 道路の建設事業以外では目的を達成し得ないと判

断した根拠並びに代替案の事業及び本事業を実施

しない案の検討の内容 

イ 複数案の設定に係る検討の経緯及び内容 

ウ 複数案ごとの計画交通量や複数案ごとの地域の課

題解決の程度等を踏まえた本配慮書対象事業の必

要性 

エ 本配慮書の作成に係る有識者への意見聴取の内

容、意見及び意見への対応状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「ア 道路の建設事業以外では目的

を達成し得ないと判断した根拠並びに

代替案の事業及び本事業を実施しない

案の検討の内容」及び「イ 複数案の

設定に係る検討の経緯及び内容」につ

いては、方法書「第 2 章 対象事業の

目的及び内容」に記載します。なお、

本資料の「第 3 章 位置等の選定に係

る経緯及びその内容」にも記載してい

ます。 

 

「ウ 複数案ごとの計画交通量や複数

案ごとの地域の課題解決の程度等を踏

まえた本配慮書対象事業の必要性」に

ついて、計画交通量はIC等の位置が決

定していないため設定できません。決

定した案について、準備書では計画交

通量を記載します。また、本事業の必

要性については、方法書「第 2 章 対

象事業の目的及び内容」に記載しま

す。なお、本資料の「第 3 章 位置等

の選定に係る経緯及びその内容」にも

記載しています。 

 

「エ 本配慮書の作成に係る有識者へ

の意見聴取の内容、意見及び意見への

対応状況」については、配慮書 p4-12

に技術的助言を記載し、対応しまし

た。 

 

１ 総論 

(3) 関係機関等と

の調整について 

事業計画の今後の検討に当たっては、関係機関等と調

整を十分に行うこと。 

 

事業計画の今後の検討に当たっては、

関係自治体を含めた関係機関等と調整を

十分に行いながら事業を実施してまいり

ます。 
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表 2.1-1(3) 配慮書についての知事の意見及び事業者の見解 

項目 知事の意見 事業者の見解 

２ 各論 

 

本配慮書対象事業の位置等は、以下の事項を踏まえ、

環境への影響を可能な限り回避又は低減するよう選定す

ること。 

対象事業の位置等は、各論の事項をは

じめとする環境への影響を踏まえ、政策

目標や道路整備による影響を総合的に評

価した上で決定しました。さらに今後の

具体的なルートの位置や道路構造の決定

にあたっては、できる限り環境への影響

の回避又は低減に取り組みます。 

２ 各論 

(1) 大気環境 

 

ア 想定区域及びその周辺には、住居、教育施設、

社会福祉施設及び図書館等の文化施設が存在す

る。本配慮書対象事業の実施に伴う自動車の走

行による大気汚染物質及び騒音の発生により、

これらの施設への重大な影響が懸念されること

から、道路を住居及びこれらの施設から離隔を

とること等により、大気環境への影響を可能な

限り回避又は低減すること。 

イ 自動車交通騒音の状況について、想定区域周辺

の道路（一般国道 58 号線及び一般国道 449 号）

において、一部住居で昼間及び夜間の環境基準

を達成していないことから、可能な限り想定区

域周辺の道路における自動車交通騒音の状況を

改善するよう検討を行うこと。 

 今後の具体的なルートの位置や道路

構造の決定にあたっては、道路を住居

及び環境配慮施設から離隔をとること

等により、大気環境への影響をできる

限り回避又は低減いたします。 

また、対象事業により周辺の道路（一

般国道58号線及び一般国道449号）から

交通量の転換が期待されるため、周辺道

路における道路交通騒音の改善に寄与す

ると考えられます。今後の環境影響評価

でもIC部では接続道路を踏まえた騒音予

測を行う等、周辺の道路も踏まえた検討

を行います。 

２ 各論 

(2) 水環境 

 
 

想定区域及びその周辺には、河川、海域及び井戸・湧

水や、森林法（昭和26年法律第249号）に基づき指定さ

れた水源かん養保安林が存在しており、本配慮書対象事

業の実施に伴う土地の改変により、これらの水環境の悪

化等の重大な影響が懸念されることから、河川、海域及

び井戸・湧水から離隔をとること、水源かん養保安林の

改変を避けること等により、水環境への影響を可能な限

り回避又は低減すること。 

今後の具体的なルートの位置や道路構

造の決定にあたっては、河川、海域及び

井戸・湧水から可能な限り離隔をとるこ

と、水源かん養保安林の改変を可能な限

り避けること等により、水環境への影響

をできる限り回避又は低減いたします。 
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表 2.1-1(4) 配慮書についての知事の意見及び事業者の見解 

項目 知事の意見 事業者の見解 

２ 各論 

(3) 地形・地質に

ついて 

 
 

ア 想定区域（Ａ案）には、「日本の地形レッドデータ

ブック」（平成12年、小泉・青木編）に掲載された

極めて重要な地形・地質である「山里の円錐カル

スト」が存在している。また、この円錐カルスト

を適切に保全するためには、円錐カルストの形成

に作用している地下水の動きも含めて保全するこ

とが重要である。本配慮書対象事業の実施に伴う

土地の改変や道路の存在により、重要な地形・地

質である円錐カルストや地形プロセス（地形を形

成する作用）の消失等の重大な影響が懸念される

ことから、保全する必要のある範囲を確認するた

め、専門家等に助言を受け、必要に応じて現地調

査を実施した上で、その結果を踏まえ、当該範囲

の改変を避けること等により、重要な地形・地質

への影響を最大限回避又は極力低減すること。 

イ 想定区域（Ａ案及びＢ案）の一部は、自然公園法

に基づく沖縄海岸国定公園の普通地域に、想定区

域（Ａ案）の一部は同国定公園の第３種特別地域

に指定されている。 

当該特別地域には、自然景観上重要な要素となっ

ているポリエ等のカルスト地形を構成する溶食凹

地や、その形成過程が特異な鍾乳洞が存在してお

り、これらは当該特別地域の風致を維持するため

重要なものとなっている。 

本配慮書対象事業の実施に伴う土地の改変及び道

路の存在により、当該特別地域の自然景観上重要

な要素の消失等が懸念されることから、当該特別

地域の改変を避けること等により、地形・地質へ

の影響を可能な限り回避又は低減すること。 

今後、地形地質に関する専門家等に助

言を受け、必要に応じて現地調査を実施

した上で、その結果を踏まえ、当該範囲

の改変をできる限り避けること等によ

り、重要な地形・地質への影響を回避又

は低減いたします。 

今後の具体的なルートの位置や道路構

造の決定にあたっては、沖縄海岸国定公

園の第３種特別地域の改変をできる限り

避けること等により、地形・地質への影

響を回避又は低減いたします。 

 

 

 

 

２ 各論 

(4) 陸域植物につ

いて 

 
 

想定区域（Ａ案及びＢ案）では、環境省による第４回

及び第5回自然環境基礎調査において重要な巨樹・巨木

林が確認されており、想定区域（Ａ案）では、環境省に

よる第2回自然環境基礎調査において重要な植物群落で

ある「本部町渡久地御願の御嶽林」が確認されている。

本配慮書対象事業の実施に伴う土地の改変により、重要

な巨樹・巨木林や重要な植物群落の消失等の影響が懸念

されることから、重要な巨樹・巨木林や重要な植物群落

の改変を避けること等により、陸域植物への影響を可能

な限り回避又は低減すること。 

今後の具体的なルートの位置や道路構

造の決定にあたっては、重要な巨樹・巨

木林や重要な植物群落の改変をできる限

り避けること等により、陸域植物への影

響を回避又は低減いたします。 

 

 

 

 

 

２ 各論 

(5) 生態系につい

て 

 

想定区域及びその周辺には、一般財団法人コンサベー

ション・インターナショナル・ジャパンの示す生物多様

性重要地域（以下、「KBA」という。）が存在しており、

本配慮書対象事業の実施に伴う土地の改変により、生物

多様性の保全上重要な地域の消失等の影響が懸念される

ことから、KBAの改変を避けること等により、生態系へ

の影響を回避又は低減すること。 

今後の具体的なルートの位置や道路構

造の決定にあたっては、生物多様性重要

地域（KBA）の改変をできる限り避ける

こと等により、生態系への影響を回避又

は低減いたします。 
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表 2.1-1(5) 配慮書についての知事の意見及び事業者の見解 

項目 知事の意見 事業者の見解 

２ 各論 

(6) 景観について 

 
 

想定区域の一部は、自然公園法に基づき指定された沖

縄海岸国定公園の第3種特別地域及び普通地域となって

おり、想定区域周辺には、本部大橋、同国定公園の利用

施設計画に位置付けられている園地や野営場等の主要な

眺望点及び視点場が存在する。また、想定区域及びその

周辺には、海洋博公園地域、円筒丘（カルスト地形）等

の景観資源が存在する。本配慮書対象事業の実施に伴う

土地の改変及び道路の存在により、景観資源の消失、景

観の価値の減少等の重大な影響が懸念されることから、

主要な眺望点及び視点場の状況や道路の存在による眺望

景観の変化の程度を踏まえ、道路を主要な眺望点及び視

点場から離隔をとること、景観資源の改変を避けること

等により、景観への影響を可能な限り回避又は低減する

こと。 

今後の具体的なルートの位置や道路構

造の決定にあたっては、主要な眺望点及

び視点場からできる限り離隔をとるこ

と、景観資源の改変をできる限り避ける

こと等により、景観への影響を回避又は

低減いたします。 

 また、今後の環境影響評価の手続き

においては、主要な眺望点及び視点場

の状況や道路の存在による眺望景観の

変化の程度を踏まえて予測を実施し、

必要に応じて環境保全措置を行うこと

等により環境影響をできる限り回避又

は低減いたします。 

２ 各論 

(7) 人と自然との

触れ合い活動の場

について 

 
 

想定区域及びその周辺には、森林法に基づき指定され

た保健保安林が、想定区域周辺には、自然公園法に基づ

き指定された沖縄海岸国定公園の利用施設計画に位置付

けられている園地や野営場等の人と自然との触れ合い活

動の場が存在しており、本配慮書対象事業の実施に伴う

土地の改変、自動車の走行及び道路の存在により人と自

然との触れ合い活動の場の消失、人と自然との触れ合い

活動の場の利用環境の悪化等の重大な影響が懸念される

ことから、道路を人と自然との触れ合い活動の場から離

隔をとること等により、人と自然との触れ合い活動の場

への影響を可能な限り回避又は低減すること。 

今後の具体的なルートの位置や道路構

造の決定にあたっては、道路を人と自然

との触れ合い活動の場からできる限り離

隔をとること等により、人と自然との触

れ合い活動の場への影響を回避又は低減

いたします。 

 

 

 

 

２ 各論 

(8) 歴史的・文化

的環境について 

 

 

想定区域には、歴史的・文化的環境として埋蔵文化財

包蔵地及び御嶽・拝所が存在することから、本配慮書対

象事業の実施に伴う土地の改変や道路の存在により、歴

史的・文化的環境の消失、現状変更等の重大な影響が懸

念されることから、歴史的・文化的環境の改変を避ける

こと等により、歴史的・文化的環境への影響を可能な限

り回避又は低減すること。 

今後の具体的なルートの位置や道路構

造の決定にあたっては、歴史的・文化的

環境（埋蔵文化財包蔵地及び御嶽・拝

所）の改変をできる限り避けること等に

より、歴史的・文化的環境への影響を回

避又は低減いたします。 

 

２ 各論 

(9) 土地の改変に

伴う自然環境への

影響について 

 

 

想定区域には、森林法に基づき指定された土砂崩壊防

備保安林、砂防法（明治30年法律第29号）に基づき指定

された砂防指定地、急傾斜地の崩落による災害の防止に

関する法律（昭和44年法律第57号）に基づき指定された

急傾斜地崩壊危険地区、土砂災害警戒区域等における土

砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57

号）に基づき指定された土砂災害特別警戒区域及び「山

地災害危険地区調査要領」（平成28年、林野庁）に基づ

き指定された山腹崩壊危険地区といった土砂の崩落又は

流出の可能性の高い箇所が存在する。また、想定区域の

土壌分布は、主に国頭マージ、一部で島尻マージ等とな

っている。事業の実施に伴う土地の改変による土砂及び

濁水の流出により、動植物の生息・生育環境及び河川等

の自然環境に対し、影響が懸念されることから、土砂の

崩落又は流出の可能性の高い箇所の改変を回避するとと

もに、土地の改変量を可能な限り抑制すること等によ

り、自然環境への影響を可能な限り回避又は低減するこ

と。 

今後の具体的なルートの位置や道路構

造の決定にあたっては、土砂の崩落又は

流出の可能性の高い箇所の改変をできる

限り回避するとともに、土地の改変量を

できる限り抑制すること等により、自然

環境への影響を回避又は低減いたしま

す。 
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表 2.1-1(6) 配慮書についての知事の意見及び事業者の見解 

項目 知事の意見 事業者の見解 

３ 方法書以降に

おいて講ずるべき

措置について 

今後の方法書以降の環境影響評価手続においては、少

なくとも以下の措置を講ずること。 

－ 

３ 方法書以降に

おいて講ずるべき

措置について 

(1)事業計画につい

て 

工事の実施並びに施設の存在及び供用に係る環境保全

措置の内容を含む事業計画について、可能な限り詳細な

内容を明らかにすること。 

 

方法書・準備書・評価書の各段階に

おいて検討した事業計画について、可

能な限り詳細な内容を記載します。 

 

３ 方法書以降に

おいて講ずるべき

措置について 

(2)環境影響評価に

ついて 

環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

の選定に当たっては、以下の事項を踏まえること。 

－ 

ア 陸域植物について 

維管束植物的自然史に関する文献目録（平成23年、立

石・杉尾）に記載された名護市、本部町及び今帰仁村の

文献についても可能な限り文献調査を行い、その内容も

踏まえ、現地調査の手法を検討すること。 

維管束植物的自然史に関する文献目録

（平成23年、立石・杉尾）に記載された

名護市、本部町及び今帰仁村の文献を確

認した結果「本部町動植物総合調査報告

書 植物相」（平成8 年、本部町教育委員

会）を追加して文献調査を実施し、その

内容も踏まえ、現地調査の手法を検討し

ます。 

イ 陸域動物について 

(ｱ) 名護博物館紀要「あじまぁ」25号（令和5年、名

護博物館）の「名護市の西部地域を含む本部半島

における鳥類の記録とその生息状況について」

（令和5年、嵩原ら）も確認した上で、その内容

も踏まえ、現地調査の手法を検討すること。 

 

 

 

 

(ｲ) 洞窟性生物及び生息環境への影響を評価するため

に必要な調査、予測及び評価の手法を検討するこ

と。 

 

(ｱ) 名護博物館紀要「あじまぁ」25号

（令和5年、名護博物館）の「名

護市の西部地域を含む本部半島に

おける鳥類の記録とその生息状況

について」（令和5年、嵩原ら）を

追加して文献調査を実施し、その

内容も踏まえ、現地調査の手法を

検討します。 

 
(ｲ) ルート帯に洞窟が位置する場合に

は洞窟性生物及び生息環境への影

響を評価するために必要な調査、

予測及び評価の手法を検討しま

す。 

ウ 赤土等による水の濁り、海域生物及び生態系につい

て 

想定区域周辺（本部港周辺）では、環境省による第4

回及び第5回自然環境基礎調査においてサンゴ礁の分布

が確認されている。事業の実施に伴い海域への濁水の流

出のおそれがある場合には、環境影響評価項目として、

赤土等による水の濁りに加え、海域生物及び生態系の選

定を検討すること。 

赤土等による水の濁りは選定しており

ますが、道路は海域から離隔をとってい

るため事業の実施に伴う海域への濁水の

流出は想定されず、環境影響評価項目と

して海域生物及び海域の生態系は選定し

ておりません。 

 

 



2-7 

表 2.1-1(7) 配慮書についての知事の意見及び事業者の見解 

項目 知事の意見 事業者の見解 

３ 方法書以降に

おいて講ずるべき

措置について 

(2)環境影響評価に

ついて 

エ 景観について 

想定区域の縁部周辺には、漁港、集落まちなみ景観

（特に満名川に規定された集落景観）、中程周辺は森

林、農地景観が展開していることから、眺望景観への影

響だけでなく、囲繞景観への影響についても配慮が必要

である。囲繞景観に係る調査、予測及び評価の手法の検

討に当たっては、以下の点を踏まえること。 

 

(ｱ) 重要な巨樹・巨木林及び御嶽林は、身近な景観資

源としての配慮が必要となることから、これらを

景観資源として追加すること。 

 

 

 

(ｲ) 各市町村の景観計画等を確認し、地域を特徴づけ

る景観や景観資源の状況について整理すること。 

 

 

 

(ｳ) 沖縄風景街道「美ら海とやんばるの風景海道」に

設定され観光ルートとなっている県道84号線や、

想定区域近郊の集落（学校、公民館）、運動公園

等から視点場を抽出すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 重要な巨樹・巨木林及び御嶽林

は、身近な景観資源としての配

慮が必要となることから、これ

らを景観資源として追加するこ

とを検討します。 

 

(ｲ) 各市町村の景観計画等を確認

し、地域を特徴づける景観や景

観資源の状況について整理しま

す。 

 

(ｳ) 沖縄風景街道「美ら海とやんば

るの風景海道」に設定され観光

ルートとなっている県道84号線

や、想定区域近郊の集落（学

校、公民館）、運動公園等から視

点場を抽出することを検討しま

す。 

３ 方法書以降に

おいて講ずるべき

措置について 

(3) 沖縄北部テー

マパーク事業につ

いて 

 

想定区域周辺では、沖縄県環境影響評価条例（平成12

年条例第77号）に基づき環境影響評価手続を行った沖縄

北部テーマパーク事業（ジャングリア）の開業が予定さ

れている。当該事業が開業した場合、想定区域及びその

周辺の交通量の増加等により、周辺環境の状況が変化す

る可能性がある。ついては、当該事業の環境影響評価等

で明らかとなった情報、事業計画、事業の実施状況等に

係る情報の収集に努め、これらの情報を踏まえ、本事業

の環境影響評価を実施すること。 

沖縄北部テーマパーク事業（ジャン

グリア）の環境影響評価書を動植物に

関する既存資料としました。また、こ

の事業の環境影響評価等で明らかとな

った動植物の情報や環境保全措置内容

について、事業計画、事業の実施状況

等に係る情報の収集に努め、これらの

情報を踏まえた、対象事業の環境影響

評価を実施します。 
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2.2 配慮書についての関係行政機関の長の意見及び事業者の見解 

 配慮書についての関係行政機関の長の意見及び事業者の見解は、表 2.2-1 に示すとおりです。 

 

表 2.2-1(1) 配慮書についての関係行政機関の長の意見及び事業者の見解 

関係行政機関 関係行政機関の長の意見 事業者の見解 

名護市 名護東道路延伸に係る予定地に名護市が所管している

配水施設及び下水道施設が埋設されている場合は、名護

市工務課と協議を行うこと。 

また、隣接者及び第三者が所有する給水施設及び下水

道施設がある場合は、当事者間で協議等を行い解決する

こと。 

名護東道路延伸に係る予定地に名護市が

所管している配水施設及び下水道施設が埋

設されている場合は、名護市工務課と協議

を行います。 

また、他の給水施設及び下水道施設があ

る場合は、所有者と協議等を行い対応いた

します。 

名護市では、新設廃棄物処理施設（安和地内）が

令和７年４月７日より稼働していることから、当該

情報を更新すること。（最新のデータは名護市 HP「令

和 7 年度名護市一般廃棄物処理実施計画」参照） 

名護市HP「令和7年度名護市一般廃棄物処理

実施計画」を参考に、新設廃棄物処理施設

（安和地内）について情報を更新いたしま

す。 

当路線は名護市都市計画マスタープランにおいて

「主要幹線道路（調査中・構想路線）」に位置付けら

れており、沿線は「農業エリア」「森林エリア」「観

光・レクリエーションエリア」に位置付けられてい

る。 

このことから、優良農地の維持・保全、森林の維

持・保全を図る観点から、環境負荷が少ないルート

の選定に努めること。 

また、観光により地域振興を図る観点から、観光

交流軸に位置付けている名護本部線とのアクセスに

も考慮しつつ、新規・既存の観光関連施設へのスム

ーズな誘導が図られるようルートの選定及びインタ

ーチェンジの位置、構造等を検討すること。 

今後の具体的なルートの位置や道路構造

の決定にあたっては、優良農地の維持・保

全、森林の維持・保全を図る観点から、環

境負荷が少なくなるよう配慮します。 

また、観光により地域振興を図る観点か

ら、観光交流軸に位置付けている名護本部

線とのアクセスにも考慮しつつ、新規・既

存の観光関連施設へのスムーズな誘導が図

られるようルートの選定及びインターチェ

ンジの位置、構造等を検討してまいりま

す。 

 

 

事業実施想定区域は、国営環境保全型かんがい排

水事業（羽地大川地区）にて整備された羽地大川土

地改良区の受益地となっており、事業実施に係る影

響で農業振興地域及び農用地区域の除外により受益

面積の減少等が懸念されることから、受益地への配

慮及び関係機関への説明や事前調整を行い受益地の

取り扱い等について協議を行うこと。 

対象事業により農業振興地域及び農用地区

域を改変する場合には、受益地へ配慮すると

ともに、関係機関への説明や事前調整を行

い、受益地の取り扱い等について協議を行っ

てまいります。 

 

農業振興地域の整備に関する法律に基づき指定さ

れている農用地区域内での事業実施については、関

係法令等に基づいた手続きを行うこと。また、農業

経営基盤強化促進法に基づく地域計画が令和 7 年 3 月

に策定されており、策定地域への事業実施につい

て、公共事業であっても事前の調整が必要となる場

合があるため、法令等に基づいた手続きを行うこ

と。 

農業振興地域の整備に関する法律に基づき

指定されている農用地区域内での事業実施に

ついては、関係法令等に基づいた手続きを行

います。また、農業経営基盤強化促進法に基

づく策定地域での事業実施については、法令

等に基づいた手続きを行ってまいります。 

 

悪臭防止法規制地域、騒音に係る環境基準の地域

類型、騒音規制法の規制地域、振動規制法規制地域

については、古いデータ（平成 24 年 3 月 31 日現在

の沖縄県のデータ）が記載されているため、最新の

情報に更新をすること。（最新のデータは名護市 HP

「騒音・振動・悪臭について」を参照） 

悪臭防止法規制地域、騒音に係る環境基準

の地域類型、騒音規制法の規制地域、振動規

制法規制地域については、最新の情報（名護

市HP「騒音・振動・悪臭について」）に更新い

たします。 
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表 2.2-1(2) 配慮書についての関係行政機関の長の意見及び事業者の見解 

関係行政機関 関係行政機関の長の意見 事業者の見解 

名護市 名護市みどりの基本計画において、当該地は「山地の

緑の保全」及び「農地の保全、活用」等に位置付けられ

ていることから、環境負荷が少ないルートの選定に努め

ること。 

今後の具体的なルートの位置や道路構造

の決定にあたっては、名護市みどりの基本

計画を基に「山地の緑の保全」及び「農地

の保全、活用」に配慮し、環境負荷が少な

くなるよう努めます。 

 

名護市景観計画において、当該地は「農村景域」、

「やんばるの森」等に位置付けられており、「農村景

域」では広大な農地を守り地域のために活かすこと

とし、「やんばるの森」では豊かな自然環境を保全す

ることとしていることから、景観に配慮したルート

の選定に努めること。 

また、名護市景観まちづくり条例に基づく届出対

象行為がある場合は所定の手続きを行うこと。 

名護市景観計画にも配慮し、景観に配慮

したルートの選定に努めてまいります。 

また、名護市景観まちづくり条例に基づく

届出対象行為がある場合は、所定の手続きを

行います。 

 

 

P3-215 から 219 までに記載のある重要な動物種の

分布図について、過去の１文献のみに基づいてお

り、現状の生息状況が反映されていない。計画経路

内または周辺に天然記念物及び希少種が生息してお

り、既往文献の精査及び詳細な環境調査を実施する

こと。 

既往文献については、「本部町動植物総合調

査 動物調査中間報告」（平成5年、本部町教育

委員会）、「沖縄北部テーマパーク事業 環境影

響評価書」（令和4年、株式会社ジャパンエン

ターテイメント）等を追加しました。今後、

動植物に関する詳細な現地調査を実施し、天

然記念物や希少種の生息生育状況を把握しま

す。 

照会地には現在のところ、指定文化財（動物を除

く）及び周知の遺跡（埋蔵文化財）は確認されてい

ない。ただし、古我知区周辺では、周知の遺跡であ

る「古我知焼窯跡」等が確認されているため（図

2.2-1 参照、配慮書 P3-264 に追記）、その周辺におい

ても同様の埋蔵文化財を発見する可能性がある。そ

のため、開発の際には、図示された場所（図 2.2-1

参照、緑線範囲）において試掘調査を実施するの

で、早めに名護市教育委員会文化課文化財係と調整

を行うこと。 

古我知区周辺での開発の際には、早めに名

護市教育委員会文化課文化財係と調整を行い

ます。 

 

 

－環境要素：騒音－ 

道路騒音により周辺環境が悪化しないよう、道路

設計段階において配慮をすること。 

今後の環境影響評価の手続きにおいては、

騒音の調査、予測を実施し、必要に応じて環

境保全措置を行うこと等により環境影響をで

きる限り回避又は低減いたします。道路設計

段階においては集落等をできる限り回避し、

周辺環境が悪化しないよう配慮してまいりま

す。 
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 図 2.2-1 名護市提供資料（埋蔵文化財関係）  
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表 2.2-1(3) 配慮書についての関係行政機関の長の意見及び事業者の見解 

関係行政機関 関係行政機関の長の意見 事業者の見解 

本部町 ①本部方面への名護東道路延伸の早期完成をお願いしま

す。 

 

 

②水道用の水源及び上水道施設等が計画案の枠内に

入っているので、本事業の施工中や供用開始後にお

いて、水源の水量及び水質に影響を及ぼさないよう

にルート選定をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

③道路排水の末端になる水路や河川において、水害

が起こらないような整備改良できるように調査をお

願いします。 

 

④農地や農振、森林区域に該当する場所を整備する

際は、関係法令等に基づき手続きを行ってくださ

い。 

 

 

⑤動物、植物、生態系への与える影響や交通量の増

加による騒音や大気汚染等に最大限に配慮した施工

箇所や工法ができるように調査をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥インターチェンジから接続する国道や県道、または町

道で渋滞が起こらない道路ネットワークの計画をお願

いします。 

 

 

①対象事業について、環境影響評価等の必要

な手続きを実施し、可能な限り早期に進め

てまいります。 

 

②今後の具体的なルートの位置や道路構造

の決定にあたっては、水道用の水源及び

上水道施設等への環境影響をできる限り

回避又は低減いたします。 

また、今後の環境影響評価の手続きにお

いては、「水象」等の水環境について調

査、予測を実施し、必要に応じて環境保

全措置を行うこと等により環境影響をで

きる限り回避又は低減いたします。 

 

③道路排水によって水害等の問題が生じな

いよう、河川管理者等の関係機関と協議

しながら事業を進めます。 

 

④農地や農業振興地域、森林区域に該当す

る場所を整備する際は、関係機関と協議

した上で、関係法令等に基づき手続きを

行います。 

 

⑤今後の環境影響評価の手続きにおいては、

「大気質」、「騒音」、「陸域生物（動物、植

物）」、「生態系」について調査、予測を実

施し、必要に応じて環境保全措置を行うこ

と等により環境影響をできる限り回避又は

低減いたします。 

また、準備書において将来の計画交通量

に基づく大気質や騒音の予測を実施し、

必要に応じて環境保全措置を行うこと等

により環境影響をできる限り回避又は低

減いたします。 

さらに施工時においても大気質、騒音に

配慮しながら事業を進めます。 

 

⑥対象事業は「道路交通環境（渋滞・事故）

の改善」を政策目標の一つとして設定して

おり、環境面に加え、施工性、経済性、維

持管理性、走行性及び安全性等の様々な観

点から総合的に検討し、計画を進めてまい

ります。 

今帰仁村 特に意見はございませんが、名護東道路延伸の早期着工

を要望いたします。 

対象事業について、環境影響評価等の必

要な手続きを実施し、可能な限り早期に進

めてまいります。 

 

  



2-12 

2.3 配慮書についての一般の意見の概要及び事業者の見解 

配慮書についての一般の意見の概要及び事業者の見解は、表 2.3-1 に示すとおりです。 

 

表 2.3-1 配慮書についての一般の意見の概要及び事業者の見解 

一般の意見の概要 事業者の見解 

国定公園（カルスト）内の民泊施設等は、標高の高い

場所に位置し、東シナ海、伊江島、水納島、瀬底島が見

え、道路で景観が失われる。お客の集客にも騒音、排ガ

ス、人等、大きな影響が考えられる。損害に対してどう対

応してもらえるのか。 

 

 

今後の具体的なルートの位置や道路構造の決定にあた

っては、当該民泊施設等を含む集落への環境影響をできる

限り回避又は低減いたします。 

方法書では、ご懸念のある「景観」、「騒音」、「大気

質」及び「人と自然との触れ合い活動の場」を環境影

響評価の項目として選定し、環境影響の程度を適切に

把握できる調査、予測及び評価の手法を選定します。 

今後の環境影響評価の手続きにおいては、これらの

項目について調査、予測を実施し、必要に応じて環境

保全措置を行うこと等により環境影響をできる限り回

避又は低減いたします。 

本部港ではクルーズ船の拠点整備の計画や伊江島にお

ける空港整備、離島架橋やトンネル構想などもあり、沖縄

海洋博記念公園を中心とした将来の観光客の増大を考える

と観光振興だけでなく、大規模自然災害に対する道路のリ

ダンダンシーの確保の面からも高規格道路の整備は必要と

されるものである。また、本部半島は、海と山の豊かな自

然となだらかな地形、点在する離島、今帰仁城跡などの世

界遺産を背景とした観光資源が豊富であり、こうした観光

資源が、まだまだ、活かされていない地域でもある。この

機会に、ジャングリアの開発を契機として、これら観光資

源を有機的に結ぶ高規格幹線道路を軸とした観光道路ネッ

トワークを議論することが、本部半島全体の観光・経済振

興の発展に必要なことと考える。 

貴重な動植物の生息環境や満名川の水脈の保全と満名

川河口のマグロ養殖場への影響（水象等）など本部半島の

豊かな自然を保全しつつ開発を進めるには、地盤地質の改

変を押さえ、自然環境に影響の少ない建設工法を考える必

要があり、トンネルや開削は出来るだけ抑えるべきと考え

る。そのことから、大きな切り盛りを生じさせないため

に、地質条件や地盤状況が明確な既存道路と並行に路線を

計画することが合理的と考える。 

方法書では、ご懸念のある「陸域生物」、「水象」等を

環境影響評価の項目として選定した上で、調査、予測を実

施し、必要に応じて環境保全措置を行うこと等により環境

影響をできる限り回避又は低減いたします。 

また、対象事業は、「観光地アクセス・周遊性の向

上」、「物流の効率化」、「災害時も通行できる道路の確

保」、「道路交通環境（渋滞・事故）の改善」を政策目標と

して設定しており、これらの目的を踏まえたうえで、具体

的な建設工法や道路線形については、環境面に加え、施工

性、経済性、維持管理性、走行性及び安全性等の様々な観

点から総合的に検討し、計画を進めてまいります。 
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第3章 位置等の選定に係る経緯及びその内容 
3.1 対象道路事業の名称及び種類 

事業の名称：名護東道路延伸（本部方面） 

事業の種類：沖縄県環境影響評価条例の別表（第 2 条関係）1 道路の新設及び改築の事業 

 

3.2 対象道路事業の目的 

本事業の対象地域である名護～本部町間では、観光地へのアクセス道路や、生産拠点及び

物流拠点を結ぶアクセス道路が不足しており、観光産業や産業・物流の発展の妨げになって

います。特に観光シーズンには、一般交通と物流交通に加え、観光交通も混在し、交通渋滞

や交通事故が多く発生しています。また、名護市～本部町間を連絡する国道 449 号等の主要

道路では、災害による通行規制や孤立が発生し、救急搬送等への影響が懸念されます。 

これらの観光産業、産業・物流、安心・安全、災害・通行規制、交通渋滞・交通事故に関

する課題を解決するために、本事業は以下の 4 つの政策目標を設定し、より良い地域づくり

に寄与する事を目的とします。 

 

1.観光地アクセス・周遊性の向上 

2.物流の効率化 

3.災害時も通行できる道路の確保 

4.道路交通環境（渋滞・事故）の改善 

 

 

図 3.2-1 計画段階評価における政策目標  
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3.3 対象道路事業の背景及び経緯 

3.3.1 計画段階環境配慮書までの検討の経緯 

名護東道路延伸（本部方面）は、名護市と本部町を結ぶ、名護東道路（伊差川 IC）からの

延伸区間約 13～14 ㎞の道路です。 

この道路は、那覇空港から北部観光地（海洋博記念公園・テーマパークへのアクセス性を

向上させるとともに、北部地域に点在する主要観光地間の周遊性も高め、観光産業の活性化

に寄与します。また、農作物等の生産拠点から本部港等の物流拠点へのアクセス性を向上さ

せ、物流の効率化にも貢献します。さらに、道路交通環境（渋滞・交通事故）の改善や、一

部災害時の代替路としての機能・役割も担う重要な道路です。 

名護東道路延伸（本部方面）については、令和 3 年 3 月の沖縄ブロック新広域道路交通計画

に位置づけられた後、令和 6 年 4 月には当該年度から概略ルート・構造の検討に着手すること

を公表しました。その後、内閣府 沖縄総合事務局が計画段階評価の手続きを進め、構想段階

における道路計画のアンケート調査や、「社会資本整備審議会道路分科会沖縄地方小委員会」

（以下、「地方小委員会」といいます。）を 3 回実施しました。 

計画段階評価では、地域住民等へのアンケート調査や、関係する地方公共団体の長からの

意見、地方小委員会での有識者の意見等を踏まえ、ルート帯等を総合的に判断し、対応方針

の決定を目指すとともに、ルート帯案を検討しました。 

 

 

図 3.3-1 計画段階評価手続きの審議経過 
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  (1) 地域・道路交通の現状と課題 

計画段階評価における地域・道路交通の現状と課題の整理状況は、図 3.3-2 に示すとおり

です。計画段階評価の概要、地域及び道路交通の現状と課題、第１回意見聴取方法、今後の

計画段階評価手続きの進め方等について説明した沖縄地方小委員会（第1回）の議事概要は、

表 3.3-1 に示すとおりであり、計画段階評価について、第１回意見聴取を進めることで了承

されました。 
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図 3.3-2(1) 計画段階評価における地域・道路交通の現状と課題の整理状況 
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 図 3.3-2(2) 計画段階評価における地域・道路交通の現状と課題の整理状況 
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 図 3.3-2(3) 計画段階評価における地域・道路交通の現状と課題の整理状況 

  



3-7 

 
 

 
図 3.3-2(4) 計画段階評価における地域・道路交通の現状と課題の整理状況 
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図 3.3-2(5) 計画段階評価における地域・道路交通の現状と課題の整理状況 
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図 3.3-2(6) 計画段階評価における地域・道路交通の現状と課題の整理状況 
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表 3.3-1 沖縄地方小委員会（第 1 回）における議事概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 説明内容 

 北部国道事務所より、計画段階評価の概要、地域及び道路交通の現状と課題、第１回意見聴取方

法、今後の計画段階評価手続きの進め方等について説明。 

○ 各委員からの意見 

 能登半島地震などもあり、当該地域の観光客の帰宅支援の観点についても、重要と思われる。 

 全国的にドライバー不足の課題が顕在化しており、労働生産性の視点も、重要と思われる。 

 過去に北部地域を対象としたパーソントリップ調査もあったと思うので、その結果も参考にしてい

ただければと思う。 

 名護市、本部町、今帰仁村が中心の調査となっているが、対象地域を広げて恩納村や国頭３村など

の周辺自治体の声も拾えれば、なお良い。 

 自由意見の欄について、道路整備における具体的なキーワード（交通安全や景観など）が例示され

ている方が、回答者の声を引き出しやすい。 

 花火大会などのイベント時の渋滞対策など具体的な課題への対応について、調査中の名護バスタと

の連携や海上交通との連携、現道の対策、新技術の活用、新交通（LRT・ＢＲＴ）の計画道路空間

への導入なども含めて、総合的に対策を検討する必要がある。 

○ 結論 

 名護東道路延伸（本部方面）の計画段階評価について、第１回意見聴取を進めることで了承され

た。 
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  (2) 対象道路事業の必要性と対応方針（案）の設定 

計画段階評価における地域の課題に関する意見聴取結果は、図 3.3-3 に示すとおりであり、

これらを踏まえ、図 3.2-1 に示す政策目標を設定しました。 

次に、政策目標を達成するための機能を有する道路整備の対応方針（ルート帯案）につい

て複数のルート案を設定しました。計画段階評価におけるルート帯案の設定については、図 

3.3-4 に示すとおりです。 

なお、政策目標については、道路の建設事業以外では達成しないと判断されました。よっ

て、対応方針に代替案の事業及び当該事業を実施しない案は設定しないこととしました。 

第１回意見聴取結果、政策目標、対応方針（案）の設定、第２回意見聴取方法、今後の計

画段階評価手続きの進め方等について説明した地方小委員会（第 2 回）の議事概要は、表 

3.3-1 に示すとおりであり、名護東道路延伸（本部方面）の計画段階評価について、第２回意

見聴取を進めることで了承されました。 
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図 3.3-3(1) 地域の課題（地域の意見聴取結果）について 
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図 3.3-3(2)  地域の課題（地域の意見聴取結果）について 
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図 3.3-3(3) 地域の課題（地域の意見聴取結果）について 
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図 3.3-3(4) 地域の課題（地域の意見聴取結果）について 
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図 3.3-3(5) 地域の課題（地域の意見聴取結果）について 
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図 3.3-4 (1) 対応方針（ルート帯案）の設定について 
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図 3.3-4(2) 対応方針（ルート帯案）の設定について 
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図 3.3-4 (3) 対応方針（ルート帯案）の設定について 
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表 3.3-2 沖縄地方小委員会（第 2 回）における議事概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ 説明内容 

 北部国道事務所より、第１回意見聴取結果、政策目標、対応方針（案）の設定、第２回意見聴取方

法、今後の計画段階評価手続きの進め方等について説明。 

○ 各委員からの意見 

 政策目標の設定、複数案の設定、評価項目の設定、複数案の比較評価、意見聴取の内容・方法につ

いては、妥当と判断する。 

 今後の意見聴取に添付する資料（概要等）ついて、自然環境や景観への配慮、レンタカーの交通事

故、渋滞箇所、現況の交通量などがわかりやすくなるように表現に工夫して頂くことを検討して頂

きたい。 

 観光客が当該地域のどの観光地に立ち寄っているのか分かれば、最適なルートの検討に役に立つの

ではないか。 

 第１回の意見聴取結果では、世代別の回答数にばらつきがあるので、改善できるよう検討して頂き

たい。 

○ 結論 

 名護東道路延伸（本部方面）の計画段階評価について、第２回意見聴取を進めることで了承され

た。 
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  (3) 対応方針（案）のまとめ 

計画段階評価において、図 3.3-5 に示す重視すべき事項等を踏まえ、図 3.3-6 に示すとお

り対応方針（案）をまとめました。 

第 2 回意見聴取結果、対応方針（案）の設定、対応方針（案）のまとめ等について説明し

た地方小委員会（第 3 回）の議事概要は、表 3.3-1 に示すとおりであり、名護東道路延伸

（本部方面）の対応方針（案）【全線バイパスルート案】について妥当との結論になりました。 
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図 3.3-5(1) 重視すべき事項（計画段階評価の意見聴取結果）について 
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図 3.3-5(2) 重視すべき事項（計画段階評価の意見聴取結果）について 
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図 3.3-5(3) 重視すべき事項（計画段階評価の意見聴取結果）について 
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図 3.3-5(4) 重視すべき事項（計画段階評価の意見聴取結果）について 
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図 3.3-5(5) 重視すべき事項（計画段階評価の意見聴取結果）について 
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図 3.3-6 (1) 対応方針（案）のまとめについて 
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図 3.3-6 (2) 対応方針（案）のまとめについて 
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表 3.3-3 沖縄地方小委員会（第 3 回）における議事概要 

 

 

 

 

  

○ 各委員からの意見 

 自然環境に関心も高い地域であることから、環境にも配慮しながら、今後の手続きを進めて頂きた

い。 

 災害時の代替路の確保という観点からＡ案【全線バイパスルート案】が良いと思われる。 

 LRT 等の新交通の活用やバスターミナルの整備など、公共交通の利用促進なども含め、総合的に北

部地域の交通を考える必要がある。 

 インターチェンジの位置や形状については、主要観光地や市街地等へのアクセスを考慮したものと

なっており、妥当である。 

○ 結論 

 名護東道路延伸（本部方面）の対応方針（案）【全線バイパスルート案】については妥当である。 
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3.3.2 計画段階環境配慮書以降位置等の選定までの検討の経緯 

沖縄地方小委員会での有識者や住民等の意見を踏まえ、事業予定者が、「計画段階環境配慮

書」（以下、「配慮書」という。）を作成し、令和 7 年 6 月 13 日に沖縄県知事意見を受領しまし

た。その後、事業予定者が、図 3.3-7 に示す配慮書において複数案としていたルート帯のう

ち、『【Ａ案】全線バイパスルート案』を対応方針として決定しました。選定した理由は以下

に示すとおりです。 

 

（理由） 

 地域の課題を解決するための政策目標（「観光地アクセス・周遊性の向上」、「物流の効

率化」、「災害時も通行できる道路の確保」、「道路交通環境（渋滞・事故）の改善」）を

達成。 

 地域の意見聴取結果で得られた多くの地域のニーズに応えられる。 

 自然環境への影響については、B 案に比べ多少あるものの、沿道住民の生活への影響が

B 案に比べ抑えられる。 
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図 3.3-7 計画段階環境配慮書における複数案の位置図 
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